
 

 

 

舞鶴市配偶者等からの暴力の防止及び 

被害者の保護・自立支援に関する計画 

 第 2 次舞鶴市 DV 対策基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 12 月９日 

舞鶴市男女共同参画審議会 



 
 

目 次 

Ⅰ 基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

１. 計画策定の趣旨 

２. 計画の位置付け 

３. 計画の期間 

Ⅱ 策定の視点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

１. 暴力を許さない社会の実現 

２. 被害者の状況に応じた継続的な支援の実施 

３. 社会情勢の変化に応じた対策 

４. 関係機関等との連携協力体制の強化 

Ⅲ 現 状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

１. 取組の経緯 

２. 本市のＤＶ相談の状況 

３．市民のＤＶについての意識 

Ⅳ 計画の体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

Ⅴ 計画の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

基本目標１ DV を許さない意識づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・18 

主要施策(１) ＤＶ防止に向けた市民・事業所等への啓発 

主要施策(２) 子どもや若い世代への教育・啓発 

基本目標２ ＤＶに気づく環境づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

主要施策(１) 暴力に苦しむ被害者に向けた情報提供 

主要施策(２) 被害者を理解し、孤立させないための気づきの促進 

 
 



 
 

基本目標３ 総合的な相談・保護体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・22 

主要施策(１) 相談体制の充実・強化 

主要施策(２) 相談に関する関係機関との連携 

主要施策(３) 緊急時における被害者等の安全確保 

主要施策(４) 被害者等の情報管理の徹底 

主要施策(５) 保護命令に関する支援 

基本目標４ 自立のための継続的支援体制の確立・・・・・・・・・・・・・25 

主要施策(１) 被害者への自立に関する支援 

主要施策(２) 被害者への心理的な支援 

主要施策(３) 被害者の子どもに関する支援 

基本目標５ 関係機関との連携強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

主要施策(１) 市における体制の強化 

主要施策(２) 関係機関、関係団体との連携・協力 

主要施策(３) 職員等に対する研修 

主要施策(４) 調査・研究の推進 

主要施策(５) 苦情処理体制の整備 



１ 

Ⅰ 基本的な考え方 

１．計画改定の趣旨 

◆配偶者等からの暴力に対する基本的考え方 

配偶者や交際相手（以下「配偶者等」という。）からの暴力（ドメスティック・バイ

オレンス。以下「ＤＶ」という。）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

被害者の多くは女性であり、その背景には家庭や職場等社会における男女の固定的な

役割分担、経済力の格差等、男女が置かれている状況や過去からの女性差別の意識の

残存があるとされ、男女共同参画社会実現の妨げとなっています。また、ＤＶの多く

が家庭内で行われることから潜在化し被害が深刻化しやすいという傾向があり、さら

には、子どもの目の前で行われるＤＶは子どもの脳に悪影響を与え、心身の成長と人

格形成に重大な影響を与えると言われています。 

さらに、交際相手からの暴力、いわゆるデートDV（※１）も許されない行為です。特

に若年層では SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の急速な広がり等に

より、被害の形態も多様化しています。 

このような状況を改善するためには、配偶者等からの暴力を防止し、被害者の保護・

自立支援に向けた取組や子どもを含む同居者等への総合的支援が必要です。 

また、市民一人ひとりが DV は誰にでも起こりうる問題であるという認識を持ち、

DV を容認しない社会環境づくりが求められています。 

本市では、２０１４年度（平成 26 年度）に「舞鶴市男女共同参画推進条例」を制

定、男女共同参画を阻害する暴力的行為の根絶を目指すことを明記する中で、「舞鶴市

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画（以下「舞鶴市

ＤＶ対策基本計画」という。）を策定し、DV の防止及び被害者の保護並びに自立支援

を行ってきました。 

本計画は、これまでの取組の成果や課題、社会情勢の変化を踏まえ、新たに配偶者

等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画として改定するものです。 

◆（参考）国・京都府の動き 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、21 世紀の
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我が国の社会を決定する最重要課題として、1999 年（平成 11 年）6 月に制定され

た男女共同参画社会基本法（以下「基本法」という。）の前文に位置付けられています。 

基本法では、基本理念に男女の人権の尊重を掲げておりますが、これを踏みにじる

ものとして、配偶者等からの DV の存在があります。 

国においては、2001 年（平成 13 年）4 月に、ＤＶの防止及び被害者の保護を図

ることを目的とした「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（※２）」

（以下「配偶者暴力防止法」という。）が制定され、2004 年（平成 16 年）12 月に

は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（※

２）」（以下「基本方針」という。）が定められました。 

2007 年（平成 19 年）7 月の配偶者暴力防止法の一部改正では、市町村における

基本計画の策定が努力義務とされ、2013 年（平成 25 年）7 月には、これまで法律

の対象とされていなかった生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者

についても法の適用対象とされました。 

京都府においては、2019 年（平成 31 年）3 月に策定された「配偶者等からの暴

力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画」（第４次）（以下「京都府ＤＶ計

画」という。）に基づき、ＤＶの防止と被害者の適切な保護及び自立支援にかかる総合

的な施策を推進することとしています。 

 ◆改定の趣旨 

2015 年（平成 27 年）3 月に策定した「舞鶴市ＤＶ対策基本計画」（計画期間 2015

年度（平成 27 年度）～2019 年度（令和元年度））の改定にあたっては、現計画を

基本に、被害者自身や周囲による被害への気づきを促進し、地域における身近な相談

から保護・社会的自立までの切れ目のない支援の推進を図り、DV を容認しない社会

の実現を目指すものです。 

 

 

（※１） デートDV 

   交際中の若いカップルの間で起こる暴力のこと 

 

（※2）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」 

平成 25 年 7 月の法律の一部改正により、これまで対象とされていなかった生活の本拠を共にする交

際相手からの暴力及びその被害者についても法の適用対象とされ、「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律」「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方

針」というように、『等』を加えた名称に改められました。 
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２．計画の位置付け 

本計画は、配偶者暴力防止法第２条の３第３項に基づく本市の基本計画として策定

するものです。併せて「舞鶴市男女共同参画推進条例」の基本理念を踏まえた計画と

して位置付けます。さらに、京都府 DV 計画を勘案した上で、本市におけるＤＶ対策

の基本的方向及び今後の取組を示すものです。 

 

３．計画の期間 

本計画の期間は、2020 年度（令和 2 年度）から 2024 年度（令和6 年度）まで

の 5 年間とします。 

ただし、計画期間内であっても、「配偶者暴力防止法」及び「基本方針」の改正や社

会情勢の変化等により、新たに計画に盛り込むべき事項等が生じた場合は、必要に応

じ見直すこととします。 
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Ⅱ 策定の視点 

１．暴力を許さない社会の実現 

ＤＶは単なる家庭内の問題ではなく、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であ

ることについて世代を問わず広く市民の理解を深め、DV を防止し、暴力を許さない

社会の実現を目指し、市民が日々安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

 

２．被害者の状況に応じた継続的な支援の実施 

被害者の安全確保を最優先とし、被害者が抱える個別の状況・ニーズに即して、プ

ライバシーに十分配慮しつつ、早期の相談・保護から社会的な自立に至るまでの継続

的な支援を推進します。 

DV は直接の被害者のみならず、家族、特に子どもに対して深刻な影響を及ぼすこ

とから、必要に応じ子どもや家族への総合的な支援を進めるため、被害者等の実情・

課題に応じた支援体制を確立します。 

 

３．社会情勢の変化に応じた対策 

ネット社会の急速な進展など社会情勢が変化する中、暴力事象の様態も変化し、デ

ート DV や児童虐待、ストーカー、リベンジポルノ（※３）等関連する事象の多様化や

増加がみられることから、関係課が連携し、防止対策や支援策を講じます。 

４．関係機関等との連携協力体制の強化 

被害者支援には、豊富なノウハウを持つ関係機関・関係団体との連携・協力が不可

欠であり、また、被害者の安全確保のためには、市町村の行政区域を越えた広域対応

も必要です。生命を脅かす重大事案や多様なDV 関連事象の発生に鑑み、警察、教育

機関、医療機関、関係団体等との連携及び情報共有を図り、被害者の保護から自立ま

でのより円滑な支援ができるよう、連携協力体制を強化します。 

 

 

（※３） リベンジポルノ 

   元交際相手が別れた腹いせ等の仕返しに、被害者となる人の裸の写真や動画を相手に無断でインターネ 

ット上等に公開すること 
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Ⅲ 現 状 

１．取組の経緯 

本市では、「舞鶴市男女共同参画計画（まいプラン）」に基づき、ＤＶ防止に関する

啓発や被害者支援について様々な取組を行ってきました。 

２０１４年度（平成 26 年度）の「舞鶴市男女共同参画推進条例」の制定を契機に

「舞鶴市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画」を策

定し、暴力を許さない社会づくりや DV 防止に向けた啓発事業及び被害者の保護並び

に自立支援を行ってきました。 

   

  【第 1 次計画の取組概要】 

① 基本目標１ DV をなくすための啓発の推進 

「広報まいづる」への男女共同参画情報「かがやき」の掲載、啓発リーフレットの

作成・配布、「女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25）」期間にあわせた街

頭啓発やＤＶ防止啓発セミナー等の実施に取り組んできました。 

② 基本目標２ 被害者の早期発見及び相談体制の充実 

ＤＶ相談については、庁内関係課が連携し、被害者に寄り添った対応をするため、

「DV 対策連絡会議」を設置するとともに、「相談対応マニュアル」を作成し、意識の

共有や情報共有を図り、相談時には、関係課が連携して対応を行っています。 

また、フレアス舞鶴（舞鶴市男女共同参画センター）において、女性相談事業とし

て電話相談・面接相談を実施し、暮らしの中で起こる様々な問題や悩みの相談に対応

しています。 

さらに、研修等によりこれらの相談を担当する職員のスキルアップも図ってきまし

た。 

③ 基本目標３ 被害者等の安全確保 

被害者等への対応については、関係機関とも連携しながら安全を最優先にすること

を心がけ、必要に応じ一時保護施設への入所支援や被害者の申出による住民基本台帳

の閲覧の制限等の措置を行ってきました。 

④ 基本目標４ 被害者の自立支援の充実 

被害者の状況に応じて、関係課や関係機関と連携して各種福祉制度等の情報提供や

その活用による支援をはじめ、一時避難先としての市営住宅の提供、離婚等について

の法律相談の紹介等を行ってきました。 

⑤ 基本目標５ 推進体制の充実 

被害者への対応・支援を行う上では、庁内関係課が連携を図るとともに、必要に応

じて京都府家庭支援総合センター、京都府北部家庭支援センターや舞鶴警察署等の関

係機関とも連携を図ってきました。 
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 ２．本市のＤＶ相談の状況 

【相談件数の推移】 

本市の窓口での DV 相談件数については、2014 年度（平成 26 年度）37 件、

2015 年度（平成 27 年度）19 件、2016 年度（平成 28 年度）14 件と減ってい

ましたが、2017 年度（平成 29 年度）19 件、201８年度（平成 30 年度）60 件

と急増しています。DV 相談窓口は、市の他、警察署、配偶者暴力相談支援センター（※

４）など複数あり、全体での舞鶴市民の DV 相談延べ件数は、201８年度（平成 30

年度）は 400 件を超えている状況です。このことから、本市には、暴力による人権

侵害は確実に存在し、まだ掘り起こされていない部分も多いと考えられます。 

 

        （延べ件数）                               

相談窓口 
2014 年度 

（26 年度） 

2015 年度 

（27 年度） 

2016 年度 

（28 年度） 

2017 年度 

（29 年度） 

201８年度 

（30 年度） 

舞鶴市 人権啓発推進室 37 19 14 19 60 

舞鶴警察署 生活安全課 47 59 51 80 102 

京都府北部家庭支援

センター 
舞鶴市民からの相談 160 89 106 68 170 

京都府家庭支援総合

センター 
舞鶴市民からの相談 96 109 29 64 105 
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 【一時保護（※５）、保護命令（※６）の状況】 

   一時保護の件数の推移をみると本市では 1 件または 2 件で推移しており、概ね横

ばいです。保護命令の件数については、本市では 2、３件で推移しています。 

 

〔件数〕 

舞鶴市民 

2014 年度 

（H26 年度） 

2015 年度 

（H27 年度） 

2016 年度 

（H28 年度） 

2017 年度 

（H29 年度） 

2018 年度 

（H30 年度） 

一時保護 ０ ２ １ ２ １ 

保護命令 ２ ３ ３ ２ ３ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※４）配偶者暴力相談支援センター 

配偶者暴力相談支援センターは、配偶者暴力防止法に基づき、各都道府県等に設置された被害者支援の中心的

な役割を担う機関です。京都府内では、「京都府家庭支援総合センター」「京都府南部家庭支援センター」「京都

府北部家庭支援センター」「京都市ＤＶ相談支援センター」があります。 

 

（※５）一時保護（加害者から逃れたい被害者を一定期間、施設において保護する制度） 

被害者本人の意思に基づき、①適当な寄宿先がなく、その者に被害が及ぶことを防ぐため、緊急に保護するこ

とが必要であると認められる場合、②一時保護所での短期間の生活指導、自立に向けた援助が有効であると認め

られる場合、③心身の健康の回復が必要であると認められる場合に、配偶者暴力防止法第３条第３項及び第４項

により、婦人相談所において、又は社会福祉施設等に委託して、一定期間、被害者を保護する制度です。 

 

（※６）保護命令（加害者が被害者に近づけないようにする命令） 

配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者からの身体に対する暴力

により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、地方裁判所が被害者からの申立てによ

り、配偶者に対し保護命令を発します。保護命令には、被害者等への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、

退去命令の３種類があります。 
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３．市民の DV についての意識 

 2011 年度（平成 23 年度）と 2015 年度（平成 27 年度）に行った「男女共同参画

に関する市民アンケート（※７）」において、市民の DV に対する意識調査を行っています。 

【１．ＤＶに対する認識】 

「夫（妻）又は親しい恋人等から受ける行為のうち、ＤＶだと思うのはどれですか」

という問いに対し、「なぐる、ける、物を投げる」といった身体的暴力については、女

性は、88.3％、男性は87.1％と、約９割の人がＤＶと回答していますが、２０１１

年度と同様、経済的、精神的、社会的な暴力等はまだ十分にはＤＶとして捉えられて

いないことから、ＤＶの認識も含めた啓発をさらに進めていくことが必要であると思

われます。 

≪2015 年度 市民アンケート結果≫ 

どのような行為をＤＶだと思いますか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※７）男女共同参画に関する市民アンケート調査 

2011 年度（平成23 年度）、2015 年度（平成27 年度）に満１８歳以上の市民を対象として男女共同 

参画に関するアンケート調査を実施。（2011 年度は1,500 人、2015 年度は2,000 人を対象） 

2011 年度の回収数は４７１（内訳：女性２５５、男性２１０、不明６）で、回収率は３１．４％。 

2015 年度の回収数は８２１（内訳：女性４４６、男性３７１、不明４）で、回収率は４１．１％ 

  

％

なぐる、ける、物を投げるなどの身体的暴
力をふるう

何を言っても無視する

おどす

性交渉を強要したり、避妊に協力しな
かったりする

生活費を入れなかったり、お金を持ち出
したりする

収入が少ないと責められる

「誰に食べさせてもらっているんだ」などと
ののしる

外出や人との付き合いをきびしく制限す
る

無回答

88.3

50.4

67.9

63.0

58.1

37.0

67.3

52.2

9.6

87.1

54.2

69.8

60.4

55.0

40.2

62.3

48.5

7.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

女　性（N = 446）

男　性（N = 371）



９ 

 

2011 年度市民アンケート結果との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参考 ＤＶの形態 

ＤＶには、身体的暴力以外にも様々な暴力の形態があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●大声で怒鳴ったり、おどしたりする 

●人前で侮辱的、差別的発言をする 

●無視する 

精神的暴力 

 
●子どもの前で暴力を振るう 

●子どもに危害を加えるとおどす 

子どもを利用した暴力 

 
●なぐる、ける 

●物を投げつける、髪を引っ張る 

●刃物などを突きつける 

身体的暴力  
●生活費を渡さない、お金を取り上げる 

●就職や仕事を続けることを妨害する 

経済的暴力 

 
●性的行為を強要する 

●避妊に協力しない 

●見たくないポルノビデオや雑誌を見せる 

性的暴力 

 
●交友関係や電話を細かく監視する 

●外部との接触を制限する 

社会的暴力 

％

なぐる、ける、物を投げるなどの
身体的暴力をふるう

何を言っても無視する

おどす

性交渉を強要したり、避妊に協
力しなかったりする

生活費を入れなかったり、お金
を持ち出したりする

収入が少ないと責められる

「誰に食べさせてもらっているん
だ」などとののしる

外出や人との付き合いをきびしく
制限する

無回答

87.7

52.0

68.7

61.8

56.6

38.4

64.9

50.5

8.9

89.0

47.3

72.8

69.0

56.1

38.4

65.2

50.5

8.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成27年度調査（N = 821）

平成23年度調査（N = 471）



１０ 

【２．ＤＶ経験の状況】 

ＤＶを受けた経験については、女性では約２割の人が「受けたことがある」と回

答しており、実に５人に１人はＤＶ被害者ということになります。 

「受けたＤＶの種類」については、女性では「なぐる、ける、物を投げる」とい

った身体的暴力が約５割と最も多いのに対し、男性では「無視された」「収入が少な

いと責められた」という精神的暴力が多くなっています。また２０１１年度と比較

して、身体的暴力は減っていますが、精神的暴力は増えています。 

 

≪2015 年度 市民アンケート調査をもとに作成≫ 

何らかの DV を受けた経験がある人の割合 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

受けた DV の種類（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.7%

21.3%

9.2%

69.8%

67.9%

72.2%

14.4%

10.8%

18.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

女性

男性

何らかのＤＶを受けた ＤＶを受けたことがない 無回答

49.5%

29.5%

17.9%

20.0%

17.9%

4.2%

31.6%

28.4%

17.7%

47.1%

20.6%

2.9%

5.9%

35.3%

5.9%

17.7%

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

なぐる、ける、物を投げるなどの

身体的暴力をふるわれた

何を言っても無視された

おどされた

性交渉を強要されたり、

避妊に協力してもらえなかったりした

生活費を入れなかったり、

お金を持ち出されたりした

収入が少ないと責められた

「誰に食べさせてもらっているんだ」

などとののしられた

外出や人との付き合いを

きびしく制限された

女性（N=95） 男性（N=34）



１１ 

 
2011 年度市民アンケート結果との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.1%

34.1%

18.6%

15.5%

14.7%

12.4%

24.8%

26.4%

47.7%

26.7%

18.6%

17.4%

26.7%

10.5%

25.6%

24.4%

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

なぐる、ける、物を投げるなどの

身体的暴力をふるわれた

何を言っても無視された

おどされた

性交渉を強要されたり、

避妊に協力してもらえなかったりした

生活費を入れなかったり、

お金を持ち出されたりした

収入が少ないと責められた

「誰に食べさせてもらっているんだ」

などとののしられた

外出や人との付き合いを

きびしく制限された

H27（N=129） H23（N=86）



１２ 

【３．被害者の相談状況】 

被害者に「ＤＶを受けていることを誰かに話したり、相談しましたか」の問いには、

女性・男性とも「誰にも話したり、相談したりしていない」の割合が最も高く、その

割合は女性４２．１２％に比べ、男性６４．７％と、男性が高くなっています。 

２０１１年度と比較すると、「同僚や友人に相談した」の割合が増加しています。し

かし、「市の面接相談や電話相談で相談した」人は５．４％にとどまっており、相談機

関につながっていない状況がうかがえます。 

≪2015 年度 市民アンケート結果≫ 

誰かに話したり、相談しましたか。(複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 年度アンケート結果との比較 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

％

家族や親族に相談した

職場の上司に相談した

同僚や友人に相談した

学校や職場の相談窓口で相談した

市の面接相談や電話相談で相談した

その他

誰かに話したり、相談したりしていない

無回答

40.0

4.2

27.4

6.3

9.5

42.1

17.6

2.9

20.6

2.9

2.9

64.7

0.0

0.0

2.9

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

女　性（N = 95）

男　性（N = 34）

34.6 

3.8 

25.4 

0.0 

5.4 

7.7 

47.7 

0.8 

33.8 

3.9 

18.2 

1.3 

6.5 

3.9 

49.4 

1.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

家族や親族に相談した

職場の上司に相談した

同僚や友人に相談した

学校や職場の相談窓口で相談した

市の面接相談や電話相談で相談した

その他

誰かに話したり、相談したりしていない

無回答

平成27年度調査（N = 129） 平成23年度調査（N = 77）



１３ 

【４．相談しなかった理由】 

「なぜ相談することができなかったのですか」の問いには、男性では「相談するほ

どのことではないと思った」が５０.０％に対し、女性では「相談しても無駄だと思っ

た」が４７.５％で最も多く、次いで「みっともないので、人に知られたくなかった」

と、人に相談することを諦め、ひとりで悩んでいる状況がうかがわれます。 

また、２０１１年度と比較すると、「相談しても無駄だと思った」の割合が増加して

おり、被害者に寄り添った相談窓口・体制の周知や被害者が相談しやすい環境づくり

が必要であると思われます。 

 

   ≪2015 年度 市民アンケート結果≫ 

なぜ、だれにも相談しなかったのですか。（複数回答） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

誰に相談したらよいのかわからなかった

相談しても無駄だと思った

みっともないので、人に知られたくなかっ
た

相談しても自分のせいにされると思った

相談したことが相手に知れるともっとひど
い暴力を受けると思った

自分にも悪いところがあると思った

相談するほどのことではないと思った

子どもに危害が及ぶと思った

その他

無回答

10.0

47.5

30.0

7.5

5.0

15.0

17.5

5.0

18.2

31.8

40.9

18.2

22.7

50.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

女　性（N = 40）

男　性（N = 22）



１４ 

 

2011 年度アンケート結果との比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

誰に相談したらよいのかわからなかっ
た

相談しても無駄だと思った

みっともないので、人に知られたくな
かった

相談しても自分のせいにされると思っ
た

相談したことが相手に知れるともっと
ひどい暴力を受けると思った

自分にも悪いところがあると思った

相談するほどのことではないと思った

子どもに危害が及ぶと思った

その他

無回答

12.9

41.9

33.9

11.3

3.2

17.7

29.0

4.8

13.2

13.2

36.8

18.4

7.9

26.3

31.0

7.9

2.6
0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

平成27年度調査（N = 62）

平成23年度調査（N = 38）



１５ 

【５．ＤＶ防止、解決の方策】 

「夫（妻）又は親しい恋人等からの暴力を防止・解決するためにどのようなことが

必要だと思いますか」の問いには、男性の回答で最も多いのが「本人同士がよく話し

合い、理解を深める」でした。ＤＶが当人同士の話し合いで容易に解決できる問題で

はないということが理解されていないことが分かります。 

一方、女性は「被害者のための緊急避難所を提供する」「弁護士などに気軽に相談で

きる体制を整える」の回答が多くありました。女性は、ＤＶ被害を実際に受けた後の

支援をまず望んでいる傾向にあります。 

男女問わず、「警察が適切に対応する」も多く、ＤＶを正しく理解するための啓発を

図るとともに、緊急時に備えて、安心・安全の提供と確保が必要と思われます。 

 

≪2015 年度 市民アンケート結果≫ 

DV を防止、解決するためにはどのようなことが必要だと思いますか。（○は 3 つまで） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

％

本人同士がよく話し合い、理解を深める

友人や知人など第三者が相談にのって
解決する

暴力は人権侵害・犯罪であることを啓発
する

市の担当部署や施設での相談体制を充
実する

弁護士などに気軽に相談できる体制を整
える

地域などで身近に相談できるようにする

カウンセラーやサポーターを育成する

被害者のための緊急避難所を提供する

警察が適切に対応する

その他

無回答

28.7

27.8

25.1

21.1

30.9

13.5

17.5

34.5

29.6

2.2

7.8

39.4

30.7

27.5

18.9

27.0

15.6

12.9

26.1

35.6

1.9

7.8

0 10 20 30 40 50 60

女　性（N = 446）

男　性（N = 371）



１６ 

2011 年度アンケート結果との比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

％

本人同士がよく話し合い、理
解を深める

友人や知人など第三者が相
談にのって解決する

暴力は人権侵害・犯罪である
ことを啓発する

市の担当部署や施設での相
談体制を充実する

弁護士などに気軽に相談で
きる体制を整える

地域などで身近に相談できる
ようにする

カウンセラーやサポーターを
育成する

被害者のための緊急避難所
を提供する

警察が適切に対応する

その他

無回答

33.5

29.0

26.2

20.1

29.1

14.6

15.3

30.7

32.3

2.1

7.9

34.2

26.8

27.6

17.2

33.5

14.2

18.5

34.0

27.4

3.4

5.9

0 10 20 30 40 50 60

平成27年度調査（N = 821）

平成23年度調査（N = 471）



１７ 

Ⅳ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要施策(１) DV 防止に向けた市民・事業所等への啓発 

主要施策(２) 子どもや若い世代への教育・啓発 

基本目標１ 暴力を許さない意識づくりの推進 

主要施策(１) 相談体制の充実・強化 

主要施策(１) 暴力に苦しむ被害者に向けた情報提供 

主要施策(２) 被害者を理解し、孤立させないための気づきの促進 

基本目標２ DV に気づく環境づくり 

主要施策(２) 相談に関する関係機関との連携 

主要施策(５) 保護命令に関する支援 

主要施策(３) 緊急時における被害者等の安全確保 

主要施策(４) 被害者等の情報管理の徹底 

基本目標３ 総合的な相談・保護体制の充実 

主要施策(３) 被害者の子どもに関する支援 

主要施策(１) 被害者への自立に関する支援 

主要施策(２) 被害者への心理的な支援 

基本目標４ 自立のための継続的支援体制の充実 

主要施策(３) 職員等に対する研修 

主要施策(１) 市における体制の整備 

主要施策(２) 関係機関、関係団体との連携・協力 

主要施策(４) 調査・研究の推進 

主要施策(５) 苦情処理体制の整備 

基本目標５ 関係機関との連携強化 



１８ 

Ⅴ 計画の内容 

 

 

市民アンケート調査の結果では、５人に１人は何らかの DV を受けた経験があると回

答しています。 

ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会実現の妨

げとなっています。また、配偶者間だけではなく、若い世代のカップル間のデート DV

といわれる暴力が起きていることから、被害者の低年齢化が懸念されています。 

あらゆる暴力を容認しない社会風土を作るため、子どものころから、互いを尊重し、

暴力を許さず、いのちを大切にする意識の醸成が必要です。 

低年齢からの暴力防止教育を推進すると同時に、保護者に対し、DV 被害の実態や

DV の特性、背景、子どもの目の前で生じる「面前 DV」の悪影響等についての啓発を

行い、市民一人ひとりの DV に対する認識を深めていきます。さらに地域団体や企業と

も連携し DV 防止の周知・啓発に努め、あらゆる機会を活用して積極的に暴力を許さな

い意識づくりを進めていきます。 

 

主要施策(1) DV 防止に向けた市民・事業所等への啓発 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

「ＤＶは身近にある重大な人権侵害であることを認識するとともに暴力

を許さない社会を実現する」ための啓発を実施します。 

・出前講座による地域への啓発、企業等の職場での人権研修等において

DV 防止や児童虐待防止に対する啓発を行います。 

啓発推進課 

子ども支援課 

２ 

DV 防止についての周知に努めます。 

・「広報まいづる」への男女共同参画情報誌「かがやき」の掲載や市のホ

ームページへの掲載等様々な媒体を利用して啓発を行います。 

啓発推進課 

広報広聴課 

３ 

ＤＶ防止のためのリーフレット等を作成し、配布します。 

・DV 防止啓発冊子やＤＶ相談窓口の情報等を記したサポートカード等

を作成し、公共施設等に配置するとともに、相談窓口について周知を図

ります。 

啓発推進課 

市施設各所管課 

４ 
「女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25）」を積極的にＰＲし、

期間中において重点的な啓発を行います。 
啓発推進課 

５ 
国や京都府と連携し、加害者に気づきを促す手法（加害者更生プログラ

ム等への参加）などを検討し、啓発に努めます。 
啓発推進課 

６ 
ＤＶ防止に関する啓発や被害者の支援を行う団体の育成や支援に努めま

す。 
啓発推進課 

基本目標１ 暴力を許さない意識づくりの推進 



１９ 

主要施策(2) 子どもや若い世代への教育・啓発 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
保育所、幼稚園、学校等あらゆる保育・教育の場において、人権を尊重

し、暴力を許さない心を育む取組を行います。 

幼稚園・保育所課 

学校教育課 

子ども支援課 

2 

年代に応じた暴力を許さない意識づくりやデートＤＶ防止の啓発に努め

ます。 

・心身の発達段階ごとに相応しい方法で暴力を許さない意識づくりや、

小、中、高校生を対象にデートＤＶに関する啓発を行います。 

・若年層向けの啓発冊子やリーフレットを作成し、配布します。 

啓発推進課 

学校教育課 

3 

園児・児童・生徒の保護者に対し、暴力が子どもに及ぼす影響やデート

ＤＶ等に関する情報提供及び啓発に努めます。また、暴力を許さない心

を育む家庭教育の大切さについて啓発します。 

啓発推進課 

幼稚園・保育所課 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２０ 

 

 

市民アンケート調査の結果では、ＤＶを受けた被害者のうち、誰かに相談した人の割

合は約５割にとどまっており、また、市の窓口で相談した人は１割にも満たない状況と

なっています。 

配偶者や交際相手等親密な関係の中で起こる暴力は周囲に気づかれにくいことや、相

談につながらないために、被害者が潜在化してしまうケースが多くあります。 

DV 被害に苦しむ人自身がＤＶに気づくような情報提供を行うとともに、被害が深刻

化することを防ぎ、被害者が一人で悩むことなく早期に必要な支援を行うために、相談

窓口を周知する必要があります。 

また、通報は配偶者暴力防止法に基づく義務（努力義務）ですが、被害者の早期発見

に関わるあらゆる関係者（医療関係者、学校関係者、子育て支援関係者、福祉関係者等）

や地域ネットワーク（京都府北部家庭支援センター、児童福祉法に基づく要保護児童対

策地域協議会等）との連携を強化し、DV 被害者を見逃さず、的確な支援を行う環境を

整備する必要があります。 

   

主要施策(1) 暴力に苦しむ被害者に向けた情報提供 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

チラシ等を活用し、被害者自身がDVに気づくよう情報提供を行います。 

・相談窓口等の情報提供、DV チェックリストや DV 行為の例をカード

やチラシ等で周知し、被害者の目に届くような施設や場所に設置します。 

啓発推進課 

市施設各所管課 

2 

被害者が参加する可能性のある講習会等で啓発を実施します。 

・消費生活講座、育児講座、就職支援講座など被害者が参加する可能性

の高い講習会などでDV についての広報を行います。 

啓発推進課 

関係各課 

3 

「女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25）」を積極的にＰＲし、

期間中において重点的な啓発を行い、あらゆる暴力を許さない意識の醸

成を図ります。 

啓発推進課 

4 

最も身近なDV 相談窓口として、周知されるようPR に努めます。 

・広報紙・ホームページでの相談窓口の周知に加え、ＤＶ相談窓口の情

報等を記したサポートカード・チラシ・啓発グッズ等に相談支援機関の

情報を明示し、周知を徹底します。 

啓発推進課 

広報広聴課 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ DV に気づく環境づくり 



２１ 

主要施策(2) 被害者を理解し、孤立させないための気づきの促進 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
「配偶者暴力防止法」に定めるＤＶの発見者による通報の努力義務規定

を市民に周知します。 

啓発推進課 

広報広聴課 

２ 

DV 防止についての周知に努めます。 

・「広報まいづる」への男女共同参画情報誌「かがやき」の掲載や市のホ

ームページへの掲載等様々な媒体を利用して啓発を行います。 

（再掲1-(1)-2 と同じ） 

啓発推進課 

広報広聴課 

３ 

ＤＶ防止のためのリーフレット等を作成し、配布します。 

・DV 防止啓発冊子やＤＶ相談窓口の情報等を記したサポートカード等

を作成し、公共施設等に設置するとともに、相談窓口について周知を図

ります。（再掲 1-(1)-３と同じ） 

啓発推進課 

市施設各所管課 

４ 

関係機関と連携強化を図り、DV 被害者の早期発見に努めます。 

・被害者を発見しやすい立場にある関係機関者（医療関係者、福祉関係

者、学校関係者、民生児童委員等）向けに DV に関する情報提供（通報

等の対応方法、相談支援機関の情報等）をまとめたマニュアル等を作成、

配布し、対応の周知を徹底します。 

・生活困窮、児童虐待等 DV 以外の相談窓口においても、DV 被害に気

づき、相談機関へつなぐことができるよう、情報共有や連携を強化しま

す。 

啓発推進課 

福祉部各課 

健康・子ども部各課 

学校教育課 他 

  



２２ 

 
 

DV 被害者の支援を行う機関は、市、京都府北部家庭支援センター、警察などがあり、

各機関への舞鶴市民からの DV 被害者相談件数は、近年激増しています。 

被害者が安心して相談できるよう、関係各課が連携を図り、被害者一人ひとりの視点

に立った相談・支援体制を整えていくことが必要です。また、相談内容が多様化・複雑

化していることから、被害者の相談や保護、自立支援等、総合的な支援をコーディネー

トする専門相談員を設置し、関係各課や関係機関等と連携を強化することが必要です。 

また、関係職員の資質の向上を図ることも重要です。 

今後は、男性や外国人からの相談も増えると予想され、性別や国籍等に関わらず DV

に悩む全ての方の相談窓口についても検討が必要です。 

被害者に対する暴力が緊迫している場合は、警察との連携や一時保護施設への入所等

により、速やかに被害者等の安全を確保する必要があります。 

加えて、加害者に被害者等の居所等を知られることがないよう、住民基本台帳の閲覧

制限や就学関係等の情報管理を徹底し、安全を確保することが重要です。また、保護命

令制度等の情報提供や制度利用に当たっての助言等、被害者に寄り添った支援を行うこ

とが必要です。 
 

主要施策(1) 相談体制の充実・強化 

  取 組 内 容 主な担当課 

１ 

相談体制の充実に努めます。 

・専門相談員を配置し、DV 被害者の相談や保護、自立支援等、総合的
な支援をコーディネートする体制を作ります。 
・ＤＶ被害者のニーズを的確に把握し、被害者に寄り添いながら必要な
支援策を行います。 
・被害者が助けを求められる様々な相談手法を検討します。 

啓発推進課 

２ 

相談から支援までワンストップで対応できる体制を作ります。 

・被害者の安全確保や負担軽減を図るため、関係各課が連携し、ワンス
トップサービス（相談・支援窓口の一元化）を推進します。 
・相談から支援までの手続きが短時間で効果的に実施できる体制を検討
します。 

啓発推進課 

市民課 

子ども支援課 

福祉援護課 

都市計画課 他 

３ 

相談マニュアル等を活用し、いつでも適切に相談できる環境を作ります。 

・相談マニュアルを常に更新し、関係各課に配置することにより、どの

職員が対応しても、被害者が安心して相談できる体制を作ります。 

啓発推進課 

関係各課 

４ 

関係職員、相談員等の人材育成を図ります。 

・相談時の対応マニュアルを活用し、関係職員が被害者に対し適切な対
応ができるよう努めます。 
・被害者支援に携わる職員や相談員等の資質向上と二次的被害（※８）

防止等のため、内部・外部研修の機会を作ります。 
・庁内 DV 対策連絡会議等を利用して、DV に対する正しい理解や全
庁的な意識づけのための研修を行います。 

啓発推進課 

人事課 

関係各課 

 

（※８）二次的被害 被害者と接する者の不適切な対応により、被害者に生じるさらなる被害のこと 

基本目標３ 総合的な相談・保護体制の充実 



２３ 

  取 組 内 容 主な担当課 

５ 

被害者について関係各課と情報共有を行います。 

・情報共有シートの活用等により、被害者の状況や必要とする支援につ

いて関係各課で情報を共有し、迅速な対応に努めます。 

啓発推進課 

市民課 

子ども支援課 

福祉援護課 

都市計画課 他 

６ 

被害者の特性（外国人、障害のある人、高齢者等）に応じた情報提供

や相談支援を行います。 

・相談窓口や制度の紹介、各種手続きの説明等を掲載した外国語による

リーフレット等を配布します。 

・関係各課や関係機関と連携し、適切な対応を図ります。 

啓発推進課 

市民課 

高齢者支援課  

障害福祉・国民年金

課 他 

７ 
加害者からの相談に対応します。 

・国や京都府が実施する加害者更生プログラム等の情報提供を行います。 
啓発推進課 

 

主要施策(２) 相談に関する関係機関との連携 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

京都府家庭支援総合センター、京都府北部家庭支援センター、京都府中

丹東保健所や舞鶴警察署等の関係機関と十分な連携を図ります。 

・関係機関との連携を強化し、DV や児童虐待など家庭問題を総合的に

相談・支援できる体制を確立し、連携を強化します。 

啓発推進課 

福祉部各課 

健康・子ども部各課 

２ 

切れ目のない支援体制に向けた転居元・転居先の関係機関との連携 

・転居を伴う被害者に対して、転居元・転居先の市町村等との情報共有

を行い、継続的な支援ができるよう努めます。 

啓発推進課 

市民課 

保険医療課 

障害福祉・国民年

金課 他 
 

主要施策(３) 緊急時における被害者等の安全確保 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

関係各課及び関係機関等との迅速な連携と情報共有を図り、被害者等の

安全確保を最優先に考えた対応を行います。 

・警察等との連携により状況に応じた被害者の安全確保を行います。 

・即日、一時保護施設まで送致することが難しい場合に民間施設を利用

できる制度を活用し、被害者の安全を確保します。 

啓発推進課 

2 

一時保護が必要な被害者等について、京都府家庭支援総合センターと連

携し、一時保護施設への入所を支援します。 

・必要に応じて警察と連携し、一時保護施設までの同行支援を行います。 

啓発推進課 

福祉援護課 

3 
一時保護施設への入所等に際して、被害者等の状況に応じた必要な支援

を行います。 
啓発推進課 

４ 

被害者の子ども等家族の安全確保を図ります。 

・被害者が避難時に同伴できなかった子どもや家族が安心して生活でき

るよう、警察、学校等と連携して支援を行います。 

啓発推進課 

学校教育課 

福祉部各課 

健康・子ども部各課 



２４ 

主要施策(４) 被害者等の情報管理の徹底 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 被害者等の個人情報が加害者に知られないよう、情報管理を徹底します。 全課 

2 

住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し、戸籍の附票の写しの発行、マイ

ナンバーによる情報開示を申出により制限し、情報管理を徹底します。 

・被害者に申出の手続きや閲覧等の制限について情報提供します。 

・申出があった場合には、住民基本台帳の閲覧等の制限を実施するとと

もに、住民基本台帳データに基づき事務処理を行う関係各課においても

情報管理を徹底します。 

市民課 

関係各課 

3 
被害者の子どもに関する居所等の情報について、学校関係者等に守秘義

務の徹底を図ります。 

子ども支援課 

学校教育課 

幼稚園・保育所課 

 

主要施策(５) 保護命令に関する支援 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

保護命令制度に関する情報提供を行います。 

・保護命令制度の説明と保護命令関係書類の作成支援を行います。 

・保護命令を裁判所に申し立てる際に、状況に応じて裁判所への同行等、

必要な支援を行います。 

啓発推進課 

 

 

 

 

 

 

 

  



２５ 

 

 

被害者が社会的に自立して生活するためには、経済的支援、住宅の確保、子どもの育

成、心のケアなど様々な支援が必要であり、被害者一人ひとりのニーズに合わせた切れ

目のない支援を行うため、関係機関が連携し、一体となって支援していくことが必要で

す。 

 保護命令、離婚、養育費等の法的課題の解決に向けた支援、生活保護制度をはじめと

する福祉制度による支援、住宅確保に向けた支援、就労に向けた支援、心理的な支援、

子どもへの支援等を関係各課が連携して行います。 

 

主要施策(1) 被害者への自立に関する支援 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
被害者の自立支援全般に関する情報提供や助言を行うとともに、被害者

の状況に応じた支援を行います。 

啓発推進課 

関係各課 

２ 
一時保護から母子の保護・自立のための「母子生活支援施設」への入所

支援を行います。 
子ども支援課 

３ 
転出先市町村へ被害者についての情報提供を行い、切れ目のない支援が

実施できるよう努めます。 

啓発推進課 

関係各課 

４ 
生活保護等の各種福祉制度、各種支援制度に関する情報提供とその活用

による支援を行います。 

福祉援護課 

子ども支援課 

福祉企画課 他 

５ 
国民健康保険や医療費助成、国民年金等の制度に関する情報提供とその

活用による支援を行います。 

保険医療課 

障害福祉・国民年金

課 

６ 

保護命令が発令されるなどした被害者に対して、市営住宅を一時入居先

として提供するとともに、市営住宅や府営住宅の入居について情報提供

を行います。 

都市計画課 

啓発推進課 

７ 
市就業支援センターにおいてハローワーク舞鶴や北京都ジョブパーク等

と連携し、就労支援や職業訓練等の情報提供を行います。 

産業創造・雇用促進

課 

８ 
母子・父子自立支援員による就労相談や、母子家庭等自立支援給付金制

度等の活用についての情報提供を行います。 
子ども支援課 

９ 
被害者の離婚、子どもの親権等法的問題を解決するための法律に関する

相談や情報提供を行います。 
市民課 

 

 

 

基本目標４ 自立のための継続的支援体制の確立 



２６ 

主要施策(2) 被害者への心理的な支援 

  取 組 内 容 主な担当課 

１ 

京都府家庭支援総合センター、京都府北部家庭支援センター、京都府中

丹東保健所等と連携し、カウンセリングや精神的治療に関する専門機関

について情報提供を行います。 

啓発推進課 

健康づくり課 

 

主要施策(3) 被害者の子どもに関する支援 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
保育所への優先入所や学校における就学の確保等、適切な支援を行いま

す。 

幼稚園・保育所課 

学校教育課 

2 

学校等において適切な配慮が受けられるよう、保育所、幼稚園、学校等

との連携を図り、保育士や教職員、スクールカウンセラーによる見守り

支援・相談体制を充実します。 

幼稚園・保育所課 

学校教育課 

子ども支援課 

3 
心身のケアを必要とする子どもに対して、関係機関等と連携して適切な

支援を行います。 

子ども支援課 

幼稚園・保育所課 

健康づくり課 

学校教育課 

4 
ファミリーサポートセンターや子育て支援サービスについての情報提供

を行います。 
子ども支援課 

5 就学援助制度や奨学金制度について情報提供を行います。 学校教育課 

６ 

関係機関との連携による子どもへの継続的な支援を実施します。 

・要保護児童対策地域協議会等、関係機関の支援方針等について話し合

い、情報共有を図ります。 

・乳幼児健診等を通じて子どもの成長・発達を確認し、被害者の状況把

握と継続支援を行います。 

子ども支援課 

健康づくり課 

７ 

自治会長、自治会役員、民生児童委員や放課後児童クラブ支援員等、地

域で子どもに関わる関係者に対して、DV が子どもに及ぼす影響につい

ての理解を深める研修や啓発を行います。 

啓発推進課 

福祉企画課 

子ども支援課 

地域づくり課 他 

 

 

 

 

 

 

 



２７ 

 

 

被害者への適切な支援を行うため、安全確保と自立に向けた各段階で関係機関と緊密

な連携を図ることが大切です。関係各課が連携し情報共有を図り、効率的・効果的な支

援ができるようネットワークを充実させることが求められています。 

また、京都府家庭支援総合センター、京都府北部家庭支援センター、京都府中丹東保

健所、舞鶴警察署等の関係機関、医療機関、関係団体等と連携をさらに強化する中で、

いざという時に協力して被害者支援ができる体制が必要です。 

さらに、DV の特性について十分理解し、きめ細やかでニーズに応じた支援ができる

人材の育成が必要です。 

 

主要施策(1) 市における体制の強化 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

関係各課によるＤＶ対策連絡会議を開催し、ＤＶ防止に関する啓発や、

制度についての研修、被害者等の緊急保護、自立支援等の状況把握など

を行います。 

啓発推進課 

関係各課 

２ 

相談マニュアル等を活用して、いつでも適切に相談できる環境を作りま

す。 

・相談マニュアルを常に更新し、関係各課に配置することにより、どの

職員が対応しても、被害者が安心して相談できる体制を作ります。 

（再掲 ３-(1)-３と同じ） 

啓発推進課 

関係各課 

 

主要施策(2) 関係機関、関係団体との連携・協力 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

被害者の相談対応、安全確保、自立支援等について、京都府北部家庭支

援センターや京都府中丹東保健所、舞鶴警察署等の関係機関との連携を

強化します。 

・定期的に DV 被害者支援について情報交換を行う場を設け、総合的に

相談・支援できる体制を確立します。 

啓発推進課 

2 

ＤＶ防止に関する啓発を効果的に進めるとともに、被害者に対する適切

な支援を行うため、行政機関、警察、医療機関、関係団体等とのネット

ワークの構築に努めます。 

啓発推進課 

3 
被害者の保護・支援等について近隣自治体や関係機関等との連携を図り

ます。 
啓発推進課 

4 
ＤＶ防止に関する啓発や被害者の支援を行う団体に対する支援に努めま

す。（再掲 1-(1)-６と同じ） 
啓発推進課 

 

基本目標５ 関係機関との連携強化 



２８ 

主要施策(3) 職員等に対する研修 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

関係職員、相談員等の人材育成を図ります。 

・相談時の対応マニュアルを活用し、関係職員が被害者に対し適切な対

応ができるよう努めます。 

・被害者支援に携わる職員や相談員等の資質向上と二次的被害防止等の

ため、内部・外部研修の機会を作ります。 

・庁内 DV 対策連絡会議等を利用して、DV に対する正しい理解や全庁

的な意識づけのための研修を行います。 

（再掲 3-（1）-４と同じ） 

啓発推進課 

人事課 

関係各課 

 

 

主要施策(4) 調査・研究の推進 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
市民アンケート調査等によりＤＶに関する現状や市民意識を把握し、課

題を明らかにし、ＤＶ関連施策への反映に努めます。 
啓発推進課 

2 
国や京都府が実施する調査・研究及び意識調査等の成果について情報収

集に努めます。 
啓発推進課 

 

 

主要施策(5) 苦情処理体制の整備 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

被害者や支援者等から、市のＤＶ対策に係る取組に対して苦情の申出を

受けたときは、所管課において適正かつ迅速に対応するとともに、処理

結果について申出者に対して説明責任を果たすよう努めます。 

関係各課 

2 
苦情及びその処理内容について関係各課で情報を共有し、被害者に対す

る適切な対応に努めます。 
関係各課 

 


